
対　　　象
　保護者が働いていたり病気のため、家庭で十分な保育ができない町内に
住所のある０歳から５歳までの新規入園希望者

入所案内の配布
10月２日（月）から各保育園または地域福祉課で配布します。

受 付 期 間

1次募集　10月10日（火）～11月30日（木）
 ※2次募集以降は、1次募集の状況をみて行います。

申 込 場 所
地域福祉課へ提出してください。
※町外の保育園を希望する場合も、地域福祉課へ提出してください。

問合先　地域福祉課　児童福祉係　☎492-9136

募集人数および連絡先
バンビ第一保育園（森安） 40人　☎492-0304
バンビ第二保育園（岡） 30人　☎492-4140
母里保育園（野寺） 30人　☎495-2343
加古保育園（加古） 15人　☎492-4810
いなみ虹保育園（国安） ４人　☎490-6681

バンビ第一保育園
「世界でたった１つの時計」

バンビ第二保育園
「ピーマン大きくなぁれ」

母里保育園
「芝生に囲まれた泥んこ広場」

いなみ虹保育園
「先生の読みあげる紙芝居を
　真剣に聞いています！」

加古保育園
「甘いイチゴいっぱい！
　おいしい！」

対　　　象

あんしんボタン
の 　 機 　 能

①65歳以上の１人暮らしの高齢者
②高齢者夫婦世帯または高齢者世帯（ただし、要介護3以上の認定を
　受けた高齢者がいる世帯に限ります）

○緊急通報機能
　ペンダントか端末機器の「緊急ボタン」を押すと自動的に消防
　署に通報され、状況確認後、必要に応じて救急車が出動します。
○健康相談機能
　端末機器の「相談ボタン」を押すと、24時間いつでも看護師等に
　健康相談ができます。

あんしんボタンを設置する際は、緊急時にご協力いただく近隣協力
者が3人必要です。

あんしんボタン設置の際に、世帯の収入に応じて費用負担がありま
す。（町県民税の非課税世帯は無料です）

健康福祉課　高年障害係　☎492－9137

　あんしんボタン（緊急通報システム）は、高齢者が急な発作や突
発的な事故など万一のときに、胸にかけたペンダントか端末機器の
『緊急ボタン』を押すだけで、近隣の協力者や消防署に助けを求め
ることができるシステムです。

近隣協力者

費 用 負 担

問　合　先

あんしんボタンをご利用くださいあんしんボタンをご利用ください

　障がいのある人などのため
の駐車スペースを適正に利用
してもらうため、県が利用証を
交付する「兵庫ゆずりあい駐
車場制度」の申請を県窓口と
健康福祉課窓口で受け付けて
います。利用証の交付対象や
対象となる駐車施設など、詳
しくはお問い合わせください。

問合先
・健康福祉課　高年障害係
　　　　　　　☎492-9137
・加古川健康福祉事務所
　生活福祉課　☎421-9308

「兵庫ゆずりあい駐車場
制度」の申請について

平成30年度  保育園 園児募集平成30年度  保育園 園児募集

第 12
回

「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト
　稲美町には、先人たちが長い時間をかけてつくった多くのため池や水路、水田、集落などが広が
る特徴的な風景（文化的景観）があります。稲美町では、こうしたため池を中心とした身近な風景
をみんなの財産と位置付け、今ある美しい風景をまもり、未来へ伝えて行けるように取り組んでい
ます。そこで、みなさんが未来へ伝えたいと思う稲美町の風景写真を、次の要領で募集します。

テ ー マ　稲美町のため池や農村などの特徴的な風景、また、身近な四季の風景や未来に伝えたい風景。
サイズ等　応募写真は、六ツ切り・Ａ４・ワイド六ツ切りのいずれか（四ツ切り・ワイド四ツ切りは不可

とします）。カラー・白黒、縦・横、余白の有無・大小は自由です。
平成28年１月１日以降に撮影された未発表の写真に限ります。
※特選・入選を受賞した作品は資料館で展示するため、受賞者には改めて半切 ・ A3 ・ ワイド

四ツ切りのいずれかのサイズの写真の提出をお願いします。展示作品はお返しできません。
　 賞 　　特選…１点（賞金３万円と賞状）　入選…２点（賞金１万円と賞状）　佳作…９点（賞状）
応募方法　応募用紙にご記入の上、写真と応募用紙を資料館までご提出下さい（郵送可）。応募写真の裏

面にもお名前の記入をお忘れなく（応募用紙貼付可）。
募集期間　平成30年１月31日（水）まで（必着）　　審査発表　平成30年２月中旬ごろ発表予定
注意事項　◆応募は１人 3 点まで。

◆特選・入選・佳作を受賞した作品はお返しできません。
◆受賞作品の使用権は主催者（稲美町・稲美町教育委員会）に帰属し、稲美町役場ホームペー

ジや広報紙等への掲載、公共施設での展示など、公共の目的で作品を使わせていただく場合
があります。返却を希望されなかった作品についても、受賞作品と同様とします。返却を希
望された作品で受賞しなかったものについては、公開使用せずにお返しします。なお、応募
者は町内外を問いません。また、肖像権問題について、稲美町・稲美町教育委員会は責任を
負いません。

問 合 先　稲美町立郷土資料館　写真コンテスト係
〒675-1114　兵庫県加古郡稲美町国安 1286-55　TEL ／ FAX492-3770

　私たちの身近には、さまざまな事情で家族と
一緒に暮らすことができない子どもたちがいま
す。このような子どもたちを自らの家庭に迎え
入れて、温かい愛情と正しい理解を持って育て
てくださる人を「里親」といいます。
　長期の養育ではなく、施設などで生活してい
る子どもを、週末や正月・夏休みなどに一時的
に預かる週末・季節里親もあります。
　兵庫県では、子どもたちを家族の一員として
迎え入れ、心身の成長を支えてくださる「里
親」を募集しています。
　里親制度については、兵庫県中央こども家庭
センターまでお問い合わせください。

問合先　兵庫県中央こども家庭センター
　　　　☎078-923-9966

10月は「里親月間」です軍人恩給等援護制度相談会の
開催について

　県では、旧軍人等やその遺族を対象に軍人恩給
等援護制度の個別相談会を開催します。次のいず
れかに該当すると思われる人は、この機会にご相
談ください。予約はいりません。
①旧軍人で、実際に軍人としての在職期間が３年

以上の人またはその遺族
②軍人としての期間中に公務または勤務関連など

により傷病を受け、現在もこれらの傷病による
後遺症のある人

③実在職年がはっきりしないが軍人としての期間
のある人またはその遺族

④ 戦没者の遺族
　なお、今回の相談会は制度の変更に伴うもので
ないため、現在受給中の人について再度申請手続
きを求めるものではありません。

と　き　11月２日（木）　午後２時から
ところ　姫路市市民会館　第１教室
問合先　県生活支援課恩給援護班
　　　　☎078-362-3501
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